
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
の
円
滑
化
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

二
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◎
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
の
円
滑
化
等
に
関

す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律�

�

（
平
成
二
六
年
六
月
二
五
日
法
律
第
八
〇
号
）

一
、
提
案
理
由（
平
成
二
六
年
五
月
一
六
日
・
衆
議
院
国
土
交
通
委

員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

）

○
太
田
国
務
大
臣　

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替

え
の
円
滑
化
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
の
提
案
理
由

に
つ
き
ま
し
て
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

現
在
、
我
が
国
の
マ
ン
シ
ョ
ン
の
ス
ト
ッ
ク
総
数
は
約
五
百
九
十
万
戸

で
あ
り
、
そ
の
う
ち
旧
耐
震
基
準
に
よ
り
建
設
さ
れ
た
も
の
が
約
百
六
万

戸
存
在
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
ら
の
多
く
は
耐
震
性
不
足
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
、
巨
大
地
震
が
発
生
し
た
場
合
に
は
甚
大
な
被
害
が
生
ず
る
こ
と
が
想

定
さ
れ
る
た
め
、
こ
れ
ら
耐
震
性
不
足
の
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
て
か
え
等
の

促
進
が
喫
緊
の
課
題
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
耐
震
改
修
に
つ
い
て
は
、
昨

年
の
建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
改
正
に
よ
り
決
議
要

件
が
四
分
の
三
以
上
か
ら
過
半
数
に
緩
和
さ
れ
て
お
り
、
よ
り
一
層
の
促

進
が
図
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

一
方
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
て
か
え
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
百
八
十
三

件
、
約
一
万
四
千
戸
の
実
施
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
巨
大
地
震
の
発
生
に

備
え
る
た
め
に
は
、
一
刻
も
早
く
、
所
要
の
施
策
を
講
じ
て
い
く
必
要
が

あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
趣
旨
か
ら
、
こ
の
た
び
こ
の
法
律
案
を
提
案
す
る
こ
と
と

し
た
次
第
で
す
。

次
に
、
こ
の
法
律
案
の
概
要
に
つ
き
ま
し
て
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

第
一
に
、
耐
震
性
が
不
足
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
認
定
を
受
け
た
マ

ン
シ
ョ
ン
の
区
分
所
有
者
は
、
五
分
の
四
以
上
の
多
数
で
、
マ
ン
シ
ョ
ン

及
び
そ
の
敷
地
を
売
却
す
る
旨
の
決
議
を
行
い
、
売
却
に
合
意
し
た
区
分

所
有
者
は
、
マ
ン
シ
ョ
ン
敷
地
売
却
組
合
を
設
立
し
て
売
却
を
行
う
こ
と

が
で
き
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

第
二
に
、
耐
震
性
が
不
足
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
認
定
を
受
け
た
マ

ン
シ
ョ
ン
の
建
て
か
え
に
よ
り
新
た
に
建
築
さ
れ
る
マ
ン
シ
ョ
ン
で
、
一

定
の
敷
地
面
積
を
有
し
、
市
街
地
環
境
の
整
備
改
善
に
資
す
る
も
の
に
つ

い
て
、
特
定
行
政
庁
の
許
可
に
よ
り
容
積
率
規
制
の
緩
和
が
で
き
る
こ
と

と
し
て
お
り
ま
す
。

そ
の
ほ
か
、
こ
れ
ら
に
関
連
い
た
し
ま
し
て
、
所
要
の
規
定
の
整
備
を

行
う
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

以
上
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
案
す
る
理
由
で
あ
り
ま
す
。



マ
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円
滑
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等
に
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法
律

二
九
五

こ
の
法
律
案
が
速
や
か
に
成
立
い
た
し
ま
す
よ
う
、
御
審
議
を
よ
ろ
し

く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

二
、衆
議
院
国
土
交
通
委
員
長
報
告（
平
成
二
六
年
五
月
二
二
日
）

○
梶
山
弘
志
君　

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
法
律
案
に
つ
き
ま
し

て
、
国
土
交
通
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
及
び
結
果
を
御
報
告
申
し

上
げ
ま
す
。

本
案
は
、
地
震
に
対
す
る
安
全
性
が
確
保
さ
れ
て
い
な
い
マ
ン
シ
ョ
ン

の
建
て
か
え
等
の
円
滑
化
を
図
る
た
め
、
多
数
決
に
よ
り
マ
ン
シ
ョ
ン
及

び
そ
の
敷
地
を
売
却
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
制
度
を
創
設
す
る
等
の
措

置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
そ
の
主
な
内
容
は
、

第
一
に
、
耐
震
性
不
足
の
認
定
を
受
け
た
マ
ン
シ
ョ
ン
の
区
分
所
有
者

は
、
五
分
の
四
以
上
の
多
数
で
、
マ
ン
シ
ョ
ン
及
び
そ
の
敷
地
を
売
却
す

る
旨
の
決
議
を
行
い
、
売
却
に
合
意
し
た
区
分
所
有
者
は
、
マ
ン
シ
ョ
ン

敷
地
売
却
組
合
を
設
立
し
て
売
却
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
、

第
二
に
、
耐
震
性
不
足
の
認
定
を
受
け
た
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
て
か
え
に

よ
り
新
た
に
建
築
さ
れ
る
マ
ン
シ
ョ
ン
で
、
一
定
の
敷
地
面
積
を
有
し
、

市
街
地
環
境
の
整
備
改
善
に
資
す
る
も
の
に
つ
い
て
、
特
定
行
政
庁
の
許

可
に
よ
り
容
積
率
規
制
の
緩
和
が
で
き
る
こ
と

な
ど
で
あ
り
ま
す
。

本
案
は
、
五
月
十
四
日
本
委
員
会
に
付
託
さ
れ
、
十
六
日
太
田
国
土
交

通
大
臣
か
ら
提
案
理
由
の
説
明
を
聴
取
し
、
昨
二
十
一
日
、
質
疑
を
行
い
、

質
疑
終
了
後
、
討
論
を
行
い
、
採
決
の
結
果
、
賛
成
多
数
を
も
っ
て
原
案

の
と
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
議
決
し
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。

な
お
、
本
案
に
対
し
附
帯
決
議
が
付
さ
れ
ま
し
た
。

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

○
附
帯
決
議（
平
成
二
六
年
五
月
二
一
日
）

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
っ
て
は
、
次
の
諸
点
に
留
意
し
、
そ
の

運
用
に
つ
い
て
遺
漏
な
き
を
期
す
べ
き
で
あ
る
。

一　

老
朽
化
マ
ン
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
、
建
替
え
、
改
修
を
含
め
た
再
生
事

業
が
円
滑
に
進
む
よ
う
、
マ
ン
シ
ョ
ン
敷
地
売
却
制
度
の
創
設
に
よ
る

老
朽
化
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
促
進
効
果
を
見
極
め
た
上
で
、
マ

ン
シ
ョ
ン
に
係
る
権
利
調
整
や
建
築
規
制
の
あ
り
方
等
に
つ
い
て
、
引

き
続
き
多
角
的
な
観
点
か
ら
総
合
的
な
検
討
を
行
う
こ
と
。

二　

特
に
、
既
存
の
老
朽
化
マ
ン
シ
ョ
ン
ス
ト
ッ
ク
の
多
く
を
占
め
、
更

新
の
ニ
ー
ズ
の
強
い
団
地
型
の
マ
ン
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
は
、
建
替
え
等

の
促
進
を
図
る
た
め
、
ま
ち
づ
く
り
の
観
点
も
含
め
、
団
地
再
生
の
た

め
の
施
策
の
あ
り
方
に
つ
い
て
幅
広
く
検
討
を
行
う
こ
と
。

三　

既
存
ス
ト
ッ
ク
を
有
効
活
用
す
る
観
点
か
ら
、
区
分
所
有
者
が
改
修

か
建
替
え
か
売
却
か
を
的
確
に
判
断
で
き
る
よ
う
、判
断
基
準
の
作
成
、

普
及
に
努
め
る
こ
と
。
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四　

マ
ン
シ
ョ
ン
敷
地
売
却
決
議
が
さ
れ
た
要
除
却
認
定
マ
ン
シ
ョ
ン
の

区
分
所
有
者
及
び
借
家
人
に
対
し
、
認
定
買
受
人
が
第
百
十
三
条
の
代

替
建
築
物
の
提
供
等
を
実
施
す
る
に
際
し
て
は
、
区
分
所
有
者
及
び
借

家
人
が
過
度
な
要
請
を
行
っ
て
い
な
い
限
り
、
で
き
る
だ
け
要
請
に

沿
っ
た
提
供
等
と
な
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

五　

本
法
に
よ
る
除
却
の
必
要
性
が
認
定
さ
れ
た
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え

に
係
る
容
積
率
に
つ
い
て
は
、
特
定
行
政
庁
は
、
周
辺
地
域
へ
の
影
響

を
十
分
に
考
慮
し
、
地
域
住
民
の
理
解
を
得
る
努
力
を
し
た
上
で
、
円

滑
な
建
替
え
が
可
能
と
な
る
よ
う
な
容
積
率
を
設
定
す
る
よ
う
、
国
は

必
要
な
助
言
を
行
う
こ
と
。

六　

近
年
の
老
朽
化
マ
ン
シ
ョ
ン
の
増
加
の
実
態
を
踏
ま
え
、
本
法
に
基

づ
く
マ
ン
シ
ョ
ン
敷
地
売
却
事
業
の
ほ
か
、
マ
ン
シ
ョ
ン
建
替
事
業
や

耐
震
改
修
な
ど
の
マ
ン
シ
ョ
ン
再
生
に
向
け
た
制
度
が
十
分
に
活
用
さ

れ
る
よ
う
、
地
方
公
共
団
体
や
関
係
団
体
等
と
連
携
し
、
制
度
の
周
知

や
費
用
の
支
援
、
相
談
窓
口
の
設
置
な
ど
も
含
め
、
そ
の
対
応
に
万
全

を
期
す
こ
と
。

三
、参
議
院
国
土
交
通
委
員
長
報
告（
平
成
二
六
年
六
月
一
八
日
）

○
藤
本
祐
司
君　

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
両
法
律
案
に
つ
き
ま
し

て
、
国
土
交
通
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
報
告
い
た
し
ま

す
。

ま
ず
、
マ
ン
シ
ョ
ン
建
替
え
円
滑
化
法
改
正
案
に
つ
い
て
で
す
。

こ
の
法
律
案
は
、
地
震
に
対
す
る
安
全
性
が
確
保
さ
れ
て
い
な
い
マ
ン

シ
ョ
ン
の
建
て
替
え
等
の
円
滑
化
を
図
る
た
め
、
マ
ン
シ
ョ
ン
及
び
そ
の

敷
地
を
多
数
決
に
よ
り
売
却
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
制
度
を
創
設
す
る

等
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。

委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、マ
ン
シ
ョ
ン
敷
地
売
却
制
度
の
創
設
理
由
、

区
分
所
有
者
等
の
居
住
の
安
定
の
確
保
、
容
積
率
の
緩
和
特
例
の
在
り
方

等
に
つ
い
て
質
疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
そ
の
詳
細
は
会
議
録
に
よ
っ
て
御

承
知
願
い
ま
す
。

質
疑
を
終
局
し
、
討
論
に
入
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
日
本
共
産
党
を
代
表

し
て
辰
已
委
員
よ
り
反
対
す
る
旨
の
意
見
が
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

次
い
で
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
多
数
を
も
っ
て
原
案
ど
お
り
可

決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

な
お
、
本
法
律
案
に
対
し
て
附
帯
決
議
が
付
さ
れ
て
い
ま
す
。

�

（
略
）�

以
上
、
報
告
い
た
し
ま
す
。

○
附
帯
決
議（
平
成
二
六
年
六
月
一
七
日
）

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
諸
点
に
つ
い
て
適
切
な
措
置

を
講
じ
、
そ
の
運
用
に
万
全
を
期
す
べ
き
で
あ
る
。

一　

老
朽
化
マ
ン
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
、
建
替
え
、
改
修
を
含
め
た
再
生
事



マ
ン
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滑
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る
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業
が
円
滑
に
進
む
よ
う
、
マ
ン
シ
ョ
ン
敷
地
売
却
制
度
の
創
設
に
よ
る

老
朽
化
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
促
進
効
果
を
見
極
め
た
上
で
、
マ

ン
シ
ョ
ン
に
係
る
権
利
調
整
や
建
築
規
制
の
在
り
方
等
に
つ
い
て
、
引

き
続
き
多
角
的
な
観
点
か
ら
総
合
的
な
検
討
を
行
う
こ
と
。

二　

更
新
ニ
ー
ズ
の
強
い
団
地
型
の
マ
ン
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
は
、
そ
の
再

生
の
た
め
の
施
策
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
ま
ち
づ
く
り
の
観
点
も
含
め

て
幅
広
く
検
討
を
行
う
こ
と
。

三　

マ
ン
シ
ョ
ン
敷
地
売
却
制
度
及
び
容
積
率
の
緩
和
特
例
の
前
提
と
な

る
耐
震
診
断
が
広
く
行
わ
れ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
共
同

住
宅
向
け
の
耐
震
化
の
た
め
の
支
援
制
度
の
一
層
の
充
実
に
努
め
る
こ

と
。
ま
た
、
既
存
ス
ト
ッ
ク
を
有
効
活
用
す
る
観
点
か
ら
、
区
分
所
有

者
が
改
修
か
建
替
え
か
売
却
か
を
的
確
に
判
断
で
き
る
よ
う
、
判
断
基

準
の
作
成
、
普
及
に
努
め
る
こ
と
。

四　

マ
ン
シ
ョ
ン
敷
地
売
却
決
議
が
さ
れ
た
要
除
却
認
定
マ
ン
シ
ョ
ン
の

区
分
所
有
者
及
び
借
家
人
に
対
し
、
認
定
買
受
人
が
第
百
十
三
条
の
代

替
建
築
物
の
提
供
等
を
実
施
す
る
に
際
し
て
は
、
で
き
る
だ
け
区
分
所

有
者
及
び
借
家
人
の
要
請
に
沿
っ
た
提
供
等
と
な
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

五　

マ
ン
シ
ョ
ン
敷
地
売
却
の
際
に
は
、
除
却
の
必
要
性
に
係
る
認
定
、

マ
ン
シ
ョ
ン
敷
地
売
却
決
議
、
分
配
金
取
得
計
画
の
決
定
等
の
各
段
階

に
お
い
て
紛
争
の
余
地
を
少
な
く
す
る
こ
と
が
重
要
と
考
え
ら
れ
る
こ

と
か
ら
、
耐
震
性
の
判
断
、
買
受
人
の
選
定
、
分
配
金
等
の
算
定
等
に

つ
い
て
、
適
切
か
つ
明
確
な
基
準
や
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
示
す
こ
と
。

六　

除
却
の
必
要
性
が
認
定
さ
れ
た
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
に
係
る
容
積

率
の
特
例
に
つ
い
て
は
、
特
定
行
政
庁
に
お
い
て
、
周
辺
地
域
へ
の
影

響
を
十
分
に
考
慮
し
、
地
域
住
民
の
理
解
を
得
る
努
力
を
し
た
上
で
、

円
滑
な
建
替
え
が
可
能
と
な
る
よ
う
な
運
用
が
な
さ
れ
る
よ
う
、
必
要

な
助
言
を
行
う
こ
と
。

七　

近
年
の
老
朽
化
マ
ン
シ
ョ
ン
の
増
加
の
実
態
を
踏
ま
え
、
本
法
に
基

づ
く
マ
ン
シ
ョ
ン
敷
地
売
却
事
業
の
ほ
か
、
マ
ン
シ
ョ
ン
建
替
事
業
や

耐
震
改
修
な
ど
の
マ
ン
シ
ョ
ン
再
生
に
向
け
た
制
度
が
十
分
に
活
用
さ

れ
る
よ
う
、
地
方
公
共
団
体
や
関
係
団
体
等
と
連
携
し
、
制
度
の
周
知

や
費
用
の
支
援
、
相
談
窓
口
の
設
置
、
紛
争
処
理
体
制
の
整
備
な
ど
も

含
め
、
そ
の
対
応
に
万
全
を
期
す
こ
と
。

　
　

右
決
議
す
る
。


